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婦人がん検診のお知らせ
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　町では、図１の日程で婦人がん検診（子宮がん・乳がん検診）を実施します。対象者は、昭和生まれは

奇数、平成生まれは偶数の方です（例：昭和 59 年など年号の下１桁が奇数、平成 6 年など年号の下１桁が

偶数の方）。また、国のがん対策事業の一環として、受診率の向上と早期発見を促進するため、表１に該当

する方は町が実施する子宮がん・乳がん検診を無料クーポン券にて受診いただけます。クーポン券対象者

には、事前調査票とともにクーポン券を同封します。

　婦人がん検診の受診を希望される方は、「平成 29 年度婦人がん検診希望日時調査票」に希望する日時等

を記入の上、6 月 30 日（金）までにお申し込みください。

種類 生年月日

子宮がん検診 平成８年４月２日～平成９年４月１日

乳がん検診 昭和 51 年４月２日～昭和 52 年４月１日

種類 年齢 内容 料金

子宮がん検診 20 歳以上 問診、子宮頚部の細胞診 600 円

乳がん検診 40 歳以上 問診、マンモグラフィ 1,000 円

表１　無料クーポン券対象者

※検診当日 75 歳以上の方は料金が無料になります

表２　検診内容・料金

図１　検診日程・受付時間

時間 受付時間

午前８時 午前８時～８時 30 分

午前９時 午前９時～９時 30 分

午前 10 時 午前 10 時～ 10 時 30 分

午前 11 時 午前 11 時～ 11 時 30 分

午後１時 午後１時～１時 30 分

午後２時 午後２時～２時 30 分

午後３時 午後３時～３時 30 分

午後４時 午後４時～４時 30 分

受付時間（１日検診）

日程 託児

９月９日（土）

10 月 20 日（金）

日程（１日検診）

日程 託児

９月５日（火）

９月６日（水）

９月７日（木） ○

９月 13 日（水） ○

10 月 22 日（日）

10 月 23 日（月） ○

日程（午前のみ検診）

時間 受付時間

午前８時 午前８時～８時 30 分

午前９時 午前９時～９時 30 分

午前 10 時 午前 10 時～ 10 時 30 分

午前 11 時 午前 11 時～ 11 時 30 分

受付時間（午前のみ検診）

※託児を利用できる時間は
　「午前９時」「午前 10 時」「午前 11 時」です。

→

→午後の検診も行います

受診までの流れ

① ６月 30 日（金）までに調査票を提出

② 問診票が自宅に届く（８月中旬頃）

③ 決定した予約日時に受診する
　（場所：基山町保健センター）

＼ 定期的に検診を受けましょう ／
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～平成 29年度から婦人がん検診が変わります～

１. 子宮がん検診を県内の指定医療機関で受けることができます

　子宮がん検診が佐賀県内の指定医療機関で受けることができるようになりました。医療機関については、
保健センターまでお問い合わせください。

種類 内容 料金

子宮がん 
検診

子宮頸部のみ 1,700 円

子宮頸部と体部検診（※） 2,500 円

受診までの流れ

① ６月 30 日（金）までに調査票を提出

② 受診券が自宅に届く（８月中旬頃）

③ 自身で医療機関へ予約
　→予約日時に受診をする※当日、医師の判断のもと、必要な方には子宮体部の検査 

　をご案内いたします。（体部のみの検診はできません。）

▽ 検診内容・料金

乳がん検診で乳腺エコー検診を受けることができます

　乳腺が発達していると考えられている 20 歳～ 49 歳の方は、保健センターで乳腺エコー検査を受けるこ
とができるようになりました。40 歳～ 49 歳の方は、マンモグラフィ（1,000 円）は必須となります。

種類 内容 料金

乳がん検診 乳腺エコー 1,000 円

※平成 29 年度より「視触診」はありません

▽ 検診内容・料金

２.

非課税世帯の
　　検診対象者の方へ

　今回の婦人がん検診では、非課税世帯の方は確認
書を提出いただけると無料で検診が受けられます。
※保健センターでの集団検診及び県内の指定医療
機関での検診が対象です。
※確認書は検診前日までに準備をお願いします。

＜確認書提出までの流れ＞
①保健センターに確認書をもらいに行く
　（本人確認のため免許証などが必要です）
②確認書を記入し、税務課にて非課税世帯の確認 
　をしてもらう
③非課税世帯の確認ができたら「確認書」を受け 
　取り、受診日に受診場所へ提出する

３.


